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監査の結果に対する措置の通知について

平成 26年 8月 4日 付帯監査第 38号 で報告のあった平成 26年 度上期定期監査の結果に基

づき、又は当該監査の結果を参考として、別紙のとお り措置を講 じましたので、地方白治法第

199条 第 12項 の規定により通知いたします。
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措置状況報告 (定期監査)

監査指摘 措置状況

収 入及び支出事務全般 について監査 した結

果、事務処理は適正に行われてお り、全体を通

して改 孝が図 られ ていることが認 め られ ま し

た。

この ことは、過去の監査か らの指摘等を全庁

的な課題 として とらえ、各種研修会の充実や決

裁過程におけるチェック機能の強化等の様々な

取組 を行つてきたことが、成果 として表れたt)

のと思いますc

しか し、 この間、滞納処分における差1甲えや

還付加算金の算定等において、不適正な事務処

理が発生 した ところであ り、よリー
層適正な事

務執行に努める必要があ ります。

今後においては、これまでの取組を充実 ・強

化す るな ど、更なる内部統制機能の発揮に努め

らオ化ます よう期待いた します。

今llllの定期監査では、不適 J二であると指摘 さ

れた事務処理はな く、適 ntに事務を執行 してい

ることが確認できました(

過去に監査か ら指摘を受けた事項について、

全庁的な研修の実施、指摘事例の周知、各職場

における白主的な勉強会の実施等、同 じ誤 りを

繰 り返 さないための積極的な取組が少 しずつ成

果 として表れてきているものと考えています。

しか し、今回の監査対象期間以降、市道民税

等の還付加算金算定誤 りによる木払い、滞納処

分における別人口座の差 し押 さえ、臨時福祉給

付金支給事務における中詰書類の重複送付 と、

市民に不信感を抱かせ る重大な不適正処理が相

次いで発党 しています。

事務処理のブや セスが適正に行われているこ

とを確認できる取 り組みや、最終的な点検のあ

り方等について検討 してまい ります。



呼化子年,旨杭市

措置状況報告 (指定管理者監査)

指定管Fll者がそrう利用料金の出納、減免その

他の事務について監介 した結果、使用許可や減

免 ti務は迫正に行われていました1

-方
、利用料金に関 し、選付 までに半年以 Ji

を要 した tDのや言li求が遅延 したものが見受けら

オしたことか ら、適正な事務執行に向け当該指定

管理者に適切な指導等を行 うことが必要 と考え

ますc

指定管理者には、公の施設について、民間事

業者が有す るノウ^ウ を活用することにより、

住民サー ビスの質の向上を図つてい くことが求

められてお ります.

今後 とも、指定管理考 と緊密な連携を図 り

施設の設置 日的を効果的に達成 され ます よう

待いた します.

す1午1世】犬抄と

|十広市では、平成 17年 度より指定管Jlll者制

度を導入 し、平成 24年 度か らは、公の施設の

利用に係 る料金を1旨,せ管理者の収受 させ ること

ができる利用料金制を一
部施設にヽ人 していま

う。

利用料金は、指定今f理 者の収入 とな り、私法

にの債権の性格を有 しますが、住民が公の施設

を利用することについて、不当な差別的取扱い

をしてはな らないと定められてお り、
一

部の利

用者に係 る利用料金の払込期 旧や避付 までの期

間について、合理的な理由な く差別す ることは

許されません。

指定管理者に対 して、公の施設の設置 目的を

十
‐
分理解 した うえで運営を行 うよう、モニタリ

ング等の機会を通 じて指導 してまい ります。

今後 とt)、指定管理者と意思疎迎を図 りなが

ら、公の施設の効率的かつ効果的な管理の実現

に努めてまい ります.
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